
プレミアム付商品券事業について

１．目的

　消費税率引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域に

おける消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の

発行等を行う。

２．事業の性格等

・市区町村が事業主体の国庫補助事業　※国は全区市町村に対し、実施を要請（補助率10/10）

・国の補助要件に定める事項以外は、市区町村の判断により、地域の実情を踏まえて実施

　（商品券購入要件該当者の特定方法）・・臨時福祉給付金に準じた対応を基本

　（商品券の発行・利用・換金方法）・・各市区町村における商品券事業執行の枠組みをできるだけ活用

３．購入対象者

（１）平成31年度住民税非課税者（基準日平成31年１月１日）

　※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く。

（２）３歳未満の子（平成28年４月２日～令和元年９月30日）が属する世帯の世帯主

４．制度概要

○購入限度額

　①３（１）の該当者：券面額　2.5万円（販売額　2万円）

　②３（２）の該当者：券面額　2.5万円（販売額　2万円）×３歳未満の子の数

※低所得者に配慮した分割販売を実施（5千円（販売額4千円））

○使用可能期間：令和元年10月１日～令和２年３月31日までの間で市区町村の定める期間

○取扱事業者：市区町村内の店舗を幅広く対象として公募

５．名称「くるりん商品券」

６．購入対象者数見込み

（１）非課税者分：４５，０００人

（２）子育て世帯分：４，７００世帯 ※子どもの人数：５，０００人

７．スケジュール

・コールセンターの設置：令和元年６月下旬～令和元年12月下旬（予定）

・商品券の購入希望申請期間：令和元年７月１日（月）～令和元年11月22日（金）（予定）

・商品券の購入可能期間：令和元年10月１日（火）～令和２年２月28日（金）

・商品券の使用期間：令和元年10月１日（火）～令和２年３月31日（火）

・商品券の利用可能店舗募集：現在募集中～令和元年９月６日（金）
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